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第 5 章 妊娠期までの労働時間調整と出産選択 

―初職の深夜業に着目して― 

 

 

１ はじめに 

本章では、初職における労働時間、特に深夜業の有無に着目して、それが結婚・出産とい

った家族形成にもたらす影響を考察する。 

前章まで検討したように、妊娠・出産期の就業継続率は、育児休業制度の適用が拡大する

中で特に 2005 年以降上昇する傾向がみられた。ただ、これは妊娠・出産期を迎えた女性の

中での変化であることに留意すべきである。つまり、妊娠期を迎えられた女性については就

業継続しやすくなっている一方で、そもそも「この働き方のままでは子どもをもてない」と

いう問題が拡大している可能性がある。本章では、労働時間の側面からこの出産選択に関わ

る問題を検討したい。 

結婚・出産を促進・阻害する要因については、少子化に対する問題意識の下に、未婚化・

晩婚化、有配偶女性の未出産（もしくは出産時期の遅れ）傾向が検討されてきた。そして、

学歴による違いに加えて、育児休業制度の効果（駿河・張 2003）、初職の非正規化の影響（酒

井・樋口 2005、永瀬 2002）などに着目した検証がされ、有配偶女性の出産選択に関しては

世帯収入など世帯・配偶者要因などの検証が行われた。また、働き方との関連では長時間労

働が結婚・出産を阻害すると論じられてきた（Toda et al. 2007、滋野 2006）1。特に滋野

（2006）は、育児休業制度がないことに加えて長時間労働である場合に出産が阻害されると

した2。本章では、既存研究の検討状況を踏まえ、初職における労働時間が出産に及ぼす影響

を検討したい3。 

労働時間は女性の結婚・出産選択にどう影響するか。第 4 章では就業時間帯が夜間（18

時以降）を含む場合、出産・育児期の就業継続が難しい点を指摘した。しかし、労働時間は

妊娠・出産期以前にも問題となる可能性がある。家族形成自体を阻害する可能性である。本

章では、初職における働き方に着目し、深夜業がある働き方のままでは子どもを持つ選択を

                                                
1 既存研究では主にパネルデータを使用した分析から、結婚・出産の直前（1 年前時点）の労働時間の影響を考

察している。これは結婚・出産に対してその直前の労働時間が制約条件となるのかを検証するには適する。反面、

図 4-1-1 からうかがえるように、女性労働者は妊娠をむかえる以前に労働時間を調整（短縮）している側面もあ

る。つまり、労働時間はその短期的影響を考慮するのみでは足りない可能性がある。そして、初職が職業キャリ

アをある程度規定する側面をふまえると、本章のように初職の労働時間がその後の出産を制約する方向に働くか

どうかを検証する意義があろう。 
2 ただ、酒井・高畑 （2011） が論じるように、所得への志向が高く、長く働く傾向にある者ほど（観察されな

い）出産意欲は低いといった傾向がもしあれば、推定された労働時間の出生への影響は過大に見積もられている

可能性もある。つまり、労働時間が長い場合に出産タイミングが遅れるとしても、長い労働時間が出産を阻害す

る労働負荷を代理しているとまでは必ずしも判断できないのである。 
3 少子化に関する分析では、第 2 子、第 3 子に関する出産選択についても議論されているが、本章では第 1 子出

産に限定して、子どもを持つか持たないかの選択に働き方が影響する側面を議論する。 
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することは難しいのではないかという問題意識の下に検討する4。具体的には次の 2 点を検証

課題としたい。 

1 点目は、子どもを持つ女性は、初職に深夜業があっても妊娠より前に深夜業のない働き

方に移行（転職）することで労働時間を調整する可能性である。ただし、労働時間を調整す

る過程で非正規雇用になるケースも少なくないなど、出産・育児期の就業継続の観点から必

ずしも肯定的に評価できないのではないか。2 点目は、深夜業があり労働時間の調整が難し

い場合、もしくは就業を優先する場合に、初職に深夜業があることが出産自体を阻害する可

能性である。本章では以上の 2 点を検証するが、2 点の検証から描こうとする問題は、初職

に深夜業があることは、働く者に「就業か結婚・出産か」という 2 者択一を迫りやすいとい

う構図である。まずは初職における深夜業が拡大傾向にあることを次節で確認しよう。 

 

2 初職における深夜業の拡大 

本章における深夜業の有無は、残業を含む実際の働き方（実労働時間）をもとにしている

ことをまず確認したい5。深夜の時間帯に就業する人の割合が趨勢的に増加していることは既

存研究でも指摘される（黒田・山本 2011）。就業の夜型化は、第 4 章でも議論したように、

経済のサービスにともなう夜型社会への移行がひとつの背景にある。これは労働時間の長さ

によらない就業時間帯の変化である。もちろん、実労働時間ベースでみると、深夜業は長時

間労働とも密接な関係にある。特に女性労働に焦点を当てると、男女雇用機会均等の浸透に

伴う女性の職域拡大により、初期キャリアにおいては男性並みの長時間労働を経験すること

が少なくない。さらに、深夜業は非正規雇用においても拡大しているといわれる6。なお、「夜

に働くこと」の問題については、既存研究では主に既婚女性の両立問題として議論されてき

たが（Presser 2003 等）、未婚・未出産の女性においても出産選択の側面で問題を生じさせ

ることを本章で論じたい。また、本章では、労働時間が長いことを問題とするよりも「深夜

にまで働くこと」が出産選択に及ぼす影響を問題視する7。 

                                                
4 本章は、初職の働き方が出産選択に及ぼす影響を検証課題とすることから、初職入職以降に妊娠を迎えたと想

定されるケースのみを分析で扱う。具体的には、初職入職が第 1 子出産 1 年前より後のケースを分析対象から除

外した。また、分析対象で第 4 章と異なる点は、初職の雇用形態で正規雇用のみならず非正規雇用も含む点であ

り、労働時間の長さ（フルタイムなど）による対象の限定もしていない。 
5 この点は、所定終業時刻をもとにした第 4 章の議論とは完全には整合しない。つまり、所定終業時刻が午後 6
時より前であっても、深夜にまで及ぶ残業があった場合は「深夜業あり」に含まれる。ただ、長時間残業の問題

を指摘することは本章の主眼ではない。 
6 黒田・山本（2011）は、『社会生活基本調査』の個票データをもとに分析し、1990 年代から 2000 年代にかけ

ての変化として、男性においては正規・非正規雇用ともに深夜に就業する割合が増加傾向であり、特に非正規雇

用でその傾向が顕著であるとした。背景には、正規労働者については、週休 2 日制の拡大による平日の労働時間

の長時間化が正規雇用を中心に起こり、正規労働者の帰宅時間の遅さが、深夜の時間帯でのサービス需要を喚起

し、非正規雇用の深夜業が増加したことを論じる。 
7 労働時間が短くても深夜業がある働き方もあるが、そうした働き方は、たとえ労働時間が短くても出産選択の

際に問題となると考える。後の計量分析では労働時間が長いことによる労働負荷をコントロールした上で深夜業

の有無の効果をみている。 
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では、初職において深夜業がある割合は増加しているのか、データで確認しよう8。図 5-2-1

でコーホート別、雇用形態別に検討する。雇用形態間で比較すると「正規雇用」の方が「非

正規雇用」よりも「深夜業あり」の割合が高い。ただ、コーホート間で比較すると、正規雇

用、非正規雇用の双方で、もっとも若い「1976-80 年生」においてそれ以前のコーホートよ

りも「深夜業あり」の割合が高く、初職の深夜業は雇用形態を問わず拡大傾向にある。つま

り、近年では正規雇用のみならず非正規雇用においても初職に深夜業がある割合が少なくな

いことがわかる。 

次に学歴別に検討したい。図 5-2-2 をみると、「中学・高校卒」に比べて、「専門・短大・

高専」「大学・大学院」で深夜業があった割合が高い。高学歴者ほど初職において労働時間面

で負担の大きい仕事に就くことがうかがえる。これは、初職の深夜化はサービス経済化にと

もなう変化であるとともに、女性の職域拡大が正規雇用の高学歴女性を中心に進んでいるこ

とが関係していることをうかがわせる。 

 次に職種別に検討する。図 5-2-3 をみよう。まず正規雇用について結果をよむ。「教師・保

育士・看護師」は特に深夜業のある割合がきわだって高い。これは夜勤を含む働き方がもと

もと一般的であった看護師の寄与が大きいと考えられる。「専門・技術職」と「サービス職」

も深夜業のある割合が比較的高い。次に非正規雇用について結果をよむ。非正規雇用におけ

                                                
8 ここでの深夜業は、「深夜（午後 10 時～午前 5 時）に仕事をすることがあった」に該当するものとした。なお、

深夜業に関わる初職の特定に関して、妊娠時まで初職を継続した女性については、妊娠が分かった当時の働き方

における深夜業の有無を指し、妊娠時までに初職を離転職した女性については、職歴欄より初職を特定し「退職

時の状況」で深夜に就業することがあった者を指す。 

16.0%

19.9%

25.4%

8.9%

14.3%
21.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

▼正規雇用

1966-70年生(N=357)

1971-75年生(N=356)

1976-80年生(N=205)

▼非正規雇用

1966-70年生(N=45)

1971-75年生(N=70)

1976-80年生(N=76)

図5-2-1 初職深夜業ありの割合

－初職雇用形態・コーホート別－

9.8%

23.5%

28.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

中学・高校(N=409)

専門・短大・高専(N=485)

大学・大学院(N=181)

図5-2-2 初職深夜業ありの割合

－最終学歴別－
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る特徴は「サービス職」において深夜業のある割合が高いことである9。深夜業と職種との関

係から読み取れることは何か。第 4 章で所定終業時刻と職種との関係を検討した図 4-4-8 の

結果とあわせると、「教師・保育士・看護師」「サービス職」においては、所定の終業時刻が

午後 8 時以降の割合が高く、これは、図 4-4-13 で「シフト勤務型」の働き方が両職種で多い

ことと関係していた。つまり、この二つの職種における「深夜業」には、シフト勤務型の働

き方が関係するものが一定程度含まれることが推測されよう。一方で、「専門・技術職」は、

図 4-4-8 でみるかぎり、所定終業時刻が深夜に及ぶ働き方は少ないことから、この職種にお

ける「深夜業」には、長時間の残業が関係している部分が大きいことが推測される。 

 では、社会の夜型化による深夜業の拡大はどの職種においてみられるのか。図 5-2-3 では

「教師・保育士・看護師」における深夜業の割合が高かったが、看護師の夜勤は以前より多

く、近年の変化とはいい難い。むしろ、夜型社会の進行によって近年拡大しているのは、介

護士や飲食店などのサービス職が中心なのではないか。この点を深夜業のある働き方の職種

構成変化をみることで確認しよう。図 5-2-4 に初職深夜業ありのコーホート別職種構成を示

す。これをみると、深夜業のある仕事のうち「教師・保育士・看護師」が占める割合は以前

より大きいが、近年にかけて「サービス職」「専門・技術職」の占める割合が拡大し、特に「サ

ービス職」の拡大傾向は顕著である。つまり、社会の夜型化の進行によって特に「サービス

職」の働き方において深夜に就業する女性が増える傾向にあるといえる。 

次に企業規模別に検討する。図 5-2-5 をみよう。「100-299 人」「300 人以上」という比較 

                                                
9 なお、「専門・技術職」の非正規雇用においても深夜業のある割合が高いが、サンプルサイズが小さいため、

結果は参考程度にとどめたい。 

50.0%

29.2%

9.1%

16.8%

26.6%

7.5%

4.8%

18.2%

10.9%

13.8%

25.8%

5.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

▼正規雇用

教師・保育士・看護師(N=102)

専門・技術職(N=113)

事務職(N=385)

営業・販売職(N=113)

サービス職(N=128)

技能工・労務職(N=67)

▼非正規雇用

教師・保育士・看護師(N=21)

専門・技術職(N=11)

事務職(N=46)

営業・販売職(N=29)

サービス職(N=62)

技能工・労務職(N=17)

図5-2-3 初職深夜業ありの割合

－初職雇用形態・職種別－
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的規模の大きい企業で「深夜業あり」の割合が高く、「100 人未満」で低い。両立支援制度が

比較的整っている大企業も、労働時間面では働きやすい環境が整っているとはいえない。 

つづいて深夜業の有無と育児休業制度の有無を関連付けて考察しよう。深夜業がある働き

方でも、勤め先に育児休業制度がある場合は出産後の見通しがつきやすいことから、出産選

択に対するハードルは改善されるだろう。逆に、深夜業はあるが育児休業制度がないならば、

その勤め先で就業継続しながら子どもをもつ選択をすることは難しい。この点をまず雇用形

態別に検討する。図 5-2-6 をみよう。正規雇用について結果を読むと、「深夜業あり」の場合、

育児休業制度がある割合は低くはないものの約半数は育休がない。一方で、非正規雇用の結

果をみると、「深夜業あり」の場合、育児休業制度があった割合はきわめて低い。つまり、非

正規雇用を中心に、深夜業はあるが育児休業制度がない働き方が存在している。 

深夜業はあるが育児休業制度がない働き方は拡大しているのか。時系列的に検討しよう。 

47.2%

38.0%

3.3%

13.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

▼正規雇用

深夜業あり(N=180)

深夜業なし(N=735)

▼非正規雇用

深夜業あり(N=30)

深夜業なし(N=160)

図5-2-6 初職育児休業制度ありの割合

－初職雇用形態・深夜業有無別－
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23.4%

22.8%

18.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

100人未満(N=453)

100-299人(N=192)

300人以上(N=403)

官公庁・公営事業所(N=50)

図5-2-5 初職深夜業ありの割合

－企業規模別－

28.3%

25.0%

22.7%

15.0%

16.3%

19.7%

25.0%

23.8%

9.1%

11.7%

8.8%

13.6%

16.7%

23.8%

31.8%

3.3%

2.5%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1966-70年生(N=60)

1971-75年生(N=80)

1976-80年生(N=66)

図5-2-4 初職深夜業ありの職種構成

―コーホート別―

教師・保育士・看護師 専門・技術職 事務職
営業・販売職 サービス職 技能工・労務職
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深夜業の有無と育児休業制度の有無を組み合わせて 4 類型を作り、コーホート別に検討した。

結果を図 5-2-7 に示す。これをみると、もっとも若い「1976-80 年生」のコーホートにおい

て「育休なし・深夜業あり」の割合が高くなっている。つまり、図 5-2-6 の結果と合わせる

と、初職における非正規雇用拡大にともなって、深夜業はあるが育児休業制度はない働き方

が拡大しつつある可能性がある。 

その点を図 5-2-8 で雇用形態別に検討しよう。正規雇用では、非正規雇用に比べて「育休

25.8%

29.8%

25.1%

6.0%

8.7%

9.0%

59.0%

51.2%

50.5%

9.3%

10.3%

15.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1966-70年生(N=400)

1971-75年生(N=426)

1976-80年生(N=279)

図5-2-7 初職の育児休業制度の有無と深夜業の有無比率

―コーホート別―

育休あり・深夜業なし 育休あり・深夜業あり
育休なし・深夜業なし 育休なし・深夜業あり

30.5%

11.1%

9.3%

0.5%

49.8%

73.2%

10.4%

15.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正規雇用(N=915)

非正規雇用(N=190)

図5-2-8 初職の育児休業制度の有無と深夜業の有無比率

―初職雇用形態別―

育休あり・深夜業なし 育休あり・深夜業あり

育休なし・深夜業なし 育休なし・深夜業あり
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21.3%

40.3%

59.7%
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65.5%

11.5%

18.5%

6.3%

9.9%

21.7%

4.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教師・保育士・看護師(N=122)

専門・技術職(N=124)

事務職(N=429)

営業・販売職(N=142)

サービス職(N=189)

技能工・労務職(N=84)

図5-2-9 初職の育児休業制度の有無と深夜業の有無比率

―初職職種別―

育休あり・深夜業なし 育休あり・深夜業あり

育休なし・深夜業なし 育休なし・深夜業あり
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あり・深夜業なし」の割合が高い。対して、非正規雇用では「育休なし・深夜業なし」が大

きな割合を占める。「育休なし・深夜業あり」は正規・非正規雇用の双方に一定程度存在する

が、非正規雇用においてその割合がやや高い。 

次に図 5-2-9 で職種別に検討しよう。「サービス職」において「育休なし・深夜業あり」の

割合が最も高く、「専門・技術職」がそれに続く。図 5-2-3 でもみたように「教師・保育士・

看護師」でも深夜業の割合が高いものの、図 5-2-9 をみると「育休あり・深夜業あり」の割

合が高く、深夜業はあっても育児休業制度も備わっている職種と考えることができる。図

5-2-4 でみたように、深夜業がある働き方のうちそのシェアを拡大しているのは「サービス

職」であるが、「サービス職」の深夜業は育休を伴っていない場合が多い。ここに問題がある。 

 

3 妊娠期までの労働時間の調整―深夜業のない勤め先への転職― 

（１）初職深夜業の有無と妊娠までの転職経験 

前節では、初職における深夜業の拡大傾向を論じ、その中で特に両立支援制度の下支えの

乏しい深夜業も徐々に拡大する傾向にあることを指摘した。初職において深夜業があること、

特に育児休業制度もない場合には、そのままの働き方で子どもを持つことを難しくする可能

性がある。実際、初職に深夜業がある場合、妊娠までに深夜業のない働き方に移っているの

か。妊娠時における初職継続・離転職の有無と上記の 4 類型との関係を検討したい。図 5-3-1

をみよう10。「育休あり・深夜業なし」においては、妊娠時に「初職継続」の割合が約 6 割と

もっとも高い。これに比べ、「育休あり・深夜業あり」の場合、初職継続の割合が低くなり、

かわって「転職」の割合が高くなる。「育休なし・深夜業あり」では初職継続の割合がもっと

も低く、「転職」「離職」の割合が高い。初職の勤め先に育児休業制度がない場合は妊娠時ま

での初職継続を難しくし特に離職割合を高くするが11、初職に深夜業がある場合も同様に妊

娠時までの初職継続を難しくし、特に転職割合を高くする可能性がうかがえる。 

                                                
10 3 節の分析（図表でいうと図 5-3-1～5-3-3、表 5-3-1）は、出産経験者を対象としたものである。 
11 これには、初職において育児休業制度がない働き方に非正規雇用が多く含まれている可能性があるが、初職

正規雇用のみの分析（図は割愛）でも結果は大きく変わらず、雇用形態によらない傾向であることが確認できた。

初職に育休がない女性の離職割合が高い背景として、もともと就業継続意欲の低い女性が、初職選択時に育休の

ある勤め先にこだわらないという労働供給側の自己選択にも起因すると考えられる。 

60.5%

40.4%

17.4%

9.3%

21.4%

42.1%

45.1%

50.7%

18.1%

17.5%

37.5%

40.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

育休あり・深夜業なし(N=243)

育休あり・深夜業あり(N=57)

育休なし・深夜業なし(N=408)

育休なし・深夜業あり(N=75)

図5-3-1 第1子妊娠時までの初職継続割合

―初職育児休業制度・深夜業の有無別―

初職継続 転職 離職
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 初職において深夜業がある場合に、出産する女性については、妊娠までに初職を辞めやす

い傾向が示された。では、転職によって深夜業がない勤め先に移って妊娠・出産を迎えてい

るのか。妊娠までに転職した女性のみにケースを限定して、初職と妊娠時の深夜業有無の関

係を図 5-3-2 でみよう12。まず、初職において「深夜業なし」の場合に妊娠時で「深夜業あ

り」に転職するケースはほとんどない。逆に、初職で「深夜業あり」の場合でも妊娠時には

7 割以上が「深夜業なし」の勤め先に転職している。つまり、出産する女性は妊娠までに深

夜業がある働き方から深夜業なしの働き方に移ることが多く、逆はほとんどない。ここから

は、初職で深夜業がある場合、その働き方のままでは子どもをもつことは難しく、子どもを

もつ女性の多くは妊娠を迎える前に労働時間を調整していることが示された13。 

  では、初職に深夜業のある女性が妊娠までに深夜業のない勤め先に転職することは、子ど

もを産む女性が妊娠・出産期に就業継続しやすい勤め先に移動できていると評価できるのか。

分析結果からは必ずしもそうはいえない。図 5-3-3 をみよう。ここでは、初職に深夜業があ

った女性において、妊娠までの転職有無・妊娠時の深夜業有無別に妊娠・出産期の就業継続

割合をみたものである。「妊娠時初職継続・深夜業あり」に比べて「妊娠前転職・深夜業なし」

                                                
12 本報告書における「妊娠時」とは「妊娠がわかった時点」のことを指す。つまり、実質的には妊娠直前の働

き方について議論していることに留意したい。法律では妊娠期における深夜業の一定の制限が規定されており、

実際に妊娠を機に深夜業のない働き方に移行する女性もあると考えられる。こうしたケースも「妊娠時深夜業あ

り」に含まれている。 
13 図は割愛するが、妊娠前転職者のうちの妊娠時点の雇用形態は約半数が非正規雇用である。妊娠時までの転

職における非正規化については第 3 章で論点としたが、深夜業の有無からみても、深夜業のある初職から妊娠時

までに深夜業のない勤め先に転職する過程で多くの女性が非正規化することがうかがえる。 

5.0%

26.3%

95.0%

73.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

初職深夜業なし(N=219)

初職深夜業あり(N=57)

図5-3-2 妊娠時深夜就業の有無

―初職深夜業の有無別―

(第1子妊娠前転職者)

妊娠時深夜業あり 妊娠時深夜業なし

27.6%

46.7%

60.0%

13.8%

6.7%

12.5%

58.6%

46.7%

27.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

妊娠時初職継続・深夜業あり(N=29)

妊娠前転職・深夜業あり(N=15)

妊娠前転職・深夜業なし(N=40)

図5-3-3 第1子妊娠・出産期の退職率と育児休業取得割合

―第1子妊娠前の転職・妊娠時深夜業の有無別―

(初職深夜業あり)

退職 育児休業取得せずに継続 育児休業取得して継続
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では、妊娠・出産期の退職割合が高い14。つまり、妊娠までに深夜業なしの勤め先に転職し

た女性の就業継続率は決して高くはない。この背景には、転職した場合に非正規雇用になる

割合が少なくないこと、正規雇用の場合でも育児休業制度がない勤め先に移ることが関係し

ている。つまり、初職と同等の労働条件で働きやすい勤め先に転職して労働時間を調整して

いるというよりも、両立できる働き方を求めて労働時間を調整する過程で逆に就業継続しに

くい勤め先に移ることが少なくない。初職に深夜業があることによる妊娠前の労働時間調整

は、出産・育児期の就業継続の観点から問題なしとはいえない。 

 

（２）第 1 子妊娠時までの初職継続有無の規定要因 

 以上の検討からは、出産する女性においては、深夜業がある初職から離転職している可能

性が示された。ここでは、第 1 子妊娠時までの初職継続の有無を被説明変数として、特に深

夜業と育児休業制度の有無の影響に着目して分析する。分析方法は二項ロジスティック回帰

分析とする。係数値がプラスであるほど、第 1 子妊娠時までの初職就業継続の確率が高い。 

分析の目的は、初職における深夜業の有無が妊娠時までの就業継続に及ぼす効果の検証で

ある。つまり、初職に深夜業がある場合、そのままでは子どもを持ちにくく、出産を考える

女性は妊娠までに初職を辞めて労働時間を調整している。特に初職に育休がなく深夜業があ

る場合は、妊娠までに初職を継続しにくい。以上の点を検討する。説明変数は、以下の変数

を投入した。まず統制する基本変数として、出生コーホート、第 1 子出産年齢、最終学歴、

初職雇用形態、初職職種、初職企業規模を投入した上で、初職育児休業制度の有無、初職深

夜業の有無の変数を投入して効果をみた。なお、実労働時間ベースでみた深夜業の有無は長

時間労働とも関係することから、「長時間働くこと」の効果を適切に切り離した上で「深夜に

働くこと」の効果を検証する必要があろう。この点、労働時間が長いことによる業務の過重

性の指標をコントロールし、「深夜という時間帯に就業すること」の効果をみたい。具体的に

は、上記の変数に加え、「休日勤務の有無」「仕事が原因のけが・病気の有無」を業務過重性

の代理変数として投入した。 

結果をみよう（表 5-3-1）。まず、最終学歴で「中学・高校」に比べて「大学・大学院」の

場合、「初職育児休業制度あり」の場合、第 1 子妊娠時までの初職継続確率がそれぞれ有意

に高い。逆に、出生コーホートで「1966-70 年生」に比べて「1976-80 年生」の場合、第 1

子出産年齢が高い場合、初職深夜業「あり」の場合、初職継続確率がそれぞれ有意に低い。

初職における育児休業制度有無、深夜業有無の影響に着目すると、初職において育児休業制

度があることは第 1 子妊娠時までの初職就業継続を促進するが、深夜業がある場合は第 1 子

妊娠時まで初職継続確率を低下させる。初職に育休がなく深夜業がある場合は初職継続確率

はきわめて低くなる。これはクロス表での検討結果と一致する。また、「休日勤務の有無」や

                                                
14 「妊娠前転職・深夜業あり」はサンプルサイズが小さいので、結果は参考程度にとどめたい。 
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「仕事が原因のけが・病気の有無」など、労働時間が長いことと関連する業務過重性をコン

トロールしていることから、労働時間の長さよりむしろ「深夜という時間帯に就業すること」

こそが妊娠までの就業継続に問題を生じさせることが示された。 

以上の検討からわかったことをまとめたい。初職に深夜業がある場合、その働き方のまま

では子どもをもちにくい。そのため妊娠までの間に転職を余儀なくされる可能性が高い。た

分析対象

被説明変数

係数値 オッズ比
出生コーホート（BM：1966-70年）
1971-75年 -.272 .762

(.211)
1976-80年 -.593 .553 *

(.270)
第1子出産年齢 -.182 .834 **

(.029)
最終学歴（BM：中学・高校）
専門・短大 -.347 .707

(.234)
大学・大学院 .839 2.313 *

(.331)
初職雇用形態（正規=0、非正規=1） -.546 .579

(.354)
初職職種（BM：事務職）
教師・保育士・看護師 .005 1.005

(.349)
専門・技術職 -.057 .945

(.330)
営業・販売職 -.563 .570

(.326)
サービス職 -.048 .953

(.301)
技能工・労務職 -.414 .661

(.391)
初職企業規模（BM：100人未満）
100‐299人 .252 1.286

(.276)
300人以上 -.074 .929

(.245)
官公庁・公営事業所 1.078 2.939

(.486)
初職育児休業制度の有無（あり=1、なし=0） 2.166 8.721 **

(.225)
初職深夜業の有無（あり=1、なし=0） -.598 .550 *

(.303)
初職休日勤務の有無（あり=1、なし=0） -1.284 .277

(.698)
初職仕事が原因のけが・病気（あり=1、なし=0） -.221 .802

(.498)
定数 3.715 41.051 **

(.789)
χ2乗値 222.792 **
自由度 18
N 742
BMはベンチマークの略。（　）内の数値は標準誤差

初職雇用労働者

第1子妊娠時初職継続の有無
（あり=1、なし=0）

表5-3-1 第1子妊娠時までの初職就業継続の有無の規定要因
(二項ロジスティック回帰分析)

** p<.01  * p<.05
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だ、転職による労働時間の調整は、その後（妊娠・出産期）の就業継続率を高める結果とな

っておらず、必ずしも前向きに評価できない。つまり、深夜業は女性が子どもを持って就業

継続する際の大きな問題を生じさせているといえる。 

しかし深夜業の問題はこれだけではない。初職に深夜業があることで出産が阻害される可

能性がある。次節で詳しくみていきたい。 

 

4 初職における深夜業と出産選択 

（１）初職深夜業と出産経験の有無との関連 

本節では、初職に深夜業がある場合に出産が阻害される可能性について検討する。結婚・

出産というライフイベントに対しては、経済的状況、就業環境が促進・阻害要因となる。例

えば、勤め先に育休があることが結婚・出産の促進要因であるのは既存研究の指摘するとこ

ろである。また、阻害要因については既存研究では労働時間の長さが挙げられてきた。本節

では、労働時間が長いことが直接に結婚・出産の制約要因になるというより、初期キャリア

において「深夜の時間帯に働くこと」こそが結婚・出産というライフイベントを行う上で制

約を課すのではないかという問題意識の下で考察する。 

まず、初職に深夜業がある働き方の場合に出産割合は低くなるのか、クロス表でみてみよ

う。図 5-4-1 で深夜業有無と出産経験有無との関係を雇用形態別にみる。正規雇用、非正規

雇用のどちらにおいても「深夜業あり」の場合、出産経験がある割合は低くなる。特に正規

雇用において、深夜業有無による出産経験割合の差が大きい。 

ただし、これは世代効果による見せかけの結果である可能性も残る。つまり、図 5-2-1 で

示したように深夜業は若い世代ほど多く、かつ若い世代ほど未出産割合が当然高いからであ

る。この点を考慮するため、コーホートをコントロールした出産経験の有無との関係を図

5-4-2 でみよう。いずれのコーホートにおいても、「深夜業あり」の場合「深夜業なし」に比

べて「出産経験あり」の割合が低くなる。その差は若いコーホートほど大きい。世代効果を

コントロールしても、初職の深夜業有無が出産経験と関係している可能性がうかがえる。 

 次に、深夜業の有無と育児休業制度の有無を組み合わせた 4 類型をもって、出産経験との

関係を検討しよう。図 5-4-3 をみると、「育休あり・深夜業なし」において「出産経験あり」

66.1%

77.9%

60.0%

59.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

▼正規雇用

深夜業あり(N=180)

深夜業なし(N=738)

▼非正規雇用

深夜業あり(N=30)

深夜業なし(N=161)

図5-4-1 出産経験ありの割合

－初職雇用形態・深夜業有無別－
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の割合が最も高く、他の類型とは出産経験割合の差が大きい。また、「育休あり・深夜業あり」

の出産経験割合が高くないことから、初職に育児休業制度があっても深夜業もあるならば、

育児休業制度があることの出産促進効果が薄れることがうかがえる。さらに、「育休なし・深

夜業あり」においては「出産経験あり」の割合が最も低く、育児休業制度もない中で深夜業

がある場合は子どもを持つことが最も難しいことがうかがえる。 

 

（２）第 1 子出産タイミングと初職の影響―生存曲線による検討 

 以上のクロス表による検討をふまえ、初職における深夜業の有無、育児休業制度の有無が

出産経験にどう影響するか、生存分析によって確かめよう。生存分析を行うメリットは、第

4 章にも記したが、この場合は、第 1 子出産までの期間を考慮できることにある。つまり、

出産（イベント）がいつ起こったかをモデル内で考慮できるとともに、調査時点で未出産の

サンプルを打ち切りのケースとして分析で扱えることで、クロス表の分析より多くの情報量

をもって初職の深夜業が出産経験に与える影響を推定できる。まず、初職深夜業の有無と出

産の関係について、カプラン・マイヤー生存率曲線を描くことで視覚的に確認しよう。 

 結果を図 5-4-4 に示す。横軸は第 1 子出産までの期間（年）を表す。なお、ここでの分析

では初職の影響を視覚的に確認するため、リスク開始時点（0 時点）は初職入職時とす 

82.0%

68.6%

71.1%

62.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

育休あり・深夜業なし(N=300)

育休あり・深夜業あり(N=86)

育休なし・深夜業なし(N=595)

育休なし・深夜業あり(N=124)

図5-4-3 出産経験ありの割合

－初職育児休業制度・深夜業有無別－
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図5-4-4 出産経験に関するカプラン・マイヤー生存率曲線

―初職深夜業の有無別 [N=1117]
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図5-4-5  出産経験に関するカプラン・マイヤー生存率曲線

―初職雇用形態・育児休業制度の有無別 [N=1108]

 
 

る。縦軸は累積生存率であり、各時点での未出産割合をあらわす。分析結果をみよう。「深夜

業あり」の場合、「深夜業なし」にくらべて、ある期間（初職入職後おおよそ 7 年～15 年の

間）累積生存率の低下傾向が弱い。ただ、長期的にみると（約 20 年経過時点）、累積生存率
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の水準は初職の深夜業有無によって違いがない。つまり、初職において深夜業がある場合に

出産時期が遅くなる傾向がうかがえる15。 

 次に雇用形態による出産傾向の差について、育児休業制度有無をコントロールすることで

検討しよう。既存研究では、非正規雇用では子どもをもちにくい傾向が指摘される。ただ、

雇用形態間で育児休業制度の適用率に大きな差があることを踏まえると、正規雇用であるこ

との出産に対するメリットは、育児休業制度が備わっていることによる部分も大きいのでは

ないか。つまり、正規雇用であっても育児休業制度がない場合、非正規雇用と同様に出産選

択が阻害される可能性があると考えられる。この点を、雇用形態別、育児休業制度有無別の

生存曲線を描くことで確認したい。結果を図 5-4-5 に示す。初職正規雇用でも育児休業制度

がない場合、非正規雇用と同様に、出産にマイナスの影響があることがわかる。 

前出の図 5-4-3 では、初職において育児休業制度があり深夜業がない場合に出産経験割合

がもっとも高く、逆に育児休業制度がない中で深夜業がある場合に出産経験割合がもっとも

低いことが示されていた。同様の 4 類型を用いて生存曲線を描くことで、初職における深夜

業、育児休業制度の出産に対する効果を確認したい。図 5-4-6 をみよう。「育休あり・深夜業

なし」の場合、それ以外の場合よりも累積生存率（未出産割合）が低下する傾向にある。つ

まり、初職において育児休業制度があり深夜業がない場合、女性が早期に妊娠・出産をむか

                                                
15 この差は統計的に 5％水準で有意である。なお、長期的にみて累積生存率（未出産割合）の水準が初職の深

夜業有無によって差が見られない背景には、この間に初職から転職することが多く、初職の影響が限定的になる

ことが大きいと考えられる。 
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図5-4-6  出産経験に関するカプラン・マイヤー生存率曲線

―初職育児休業制度・深夜業の有無別 [N=1107]
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えやすい傾向にある。対照的に、「育休なし・深夜業あり」の場合、ある期間（初職入職後お

およそ 7 年～15 年の間）に累積生存率が低下しない傾向にある。つまり、初職において育児

休業制度がなく深夜業がある場合、妊娠・出産が遅くなる傾向にあることが示されている16。 

 

（３）出産の「選択」に関わる側面―婚前妊娠の影響の考慮 

 本章では出産選択に対する働き方の影響を検討するが、「この働き方のまま子どもをもつこ

とはできない」という就業と出産との間の「選択」問題をよりクリアな形で検討するならば、

近年の結婚・出産の一つの形としての「婚前妊娠」の増加傾向を無視できない。結婚・出産

に占める婚前妊娠の割合は近年急速に増加していることが知られている（厚生労働省 2010、

渡辺 2007、津谷 2006）。婚前妊娠による結婚・出産は、山田（2005）が「合理的選択モデ

ルの限界」と述べるように、経済的状況・就業環境など通常は結婚・出産の阻害（促進）要

因とされるものの影響を受けにくい17。つまり、婚前妊娠は出産「選択」という議論にやや

なじみにくいといえる。たとえば、深夜業が出産選択にマイナスに作用するという仮説を検

証する際、婚前妊娠による出産ケースを含むと、深夜業の出産阻害効果は過小に評価される

可能性がある。よって、以下では婚前妊娠に該当するケースを除外し、働き方が出産選択に

及ぼす影響をあらためて検討してみたい18。 

 まず婚前妊娠が増加傾向にあるのか、データで確認しよう。図 5-4-7 に出産経験者に占め

る婚前妊娠19の割合をコーホート別に示す。最も若いコーホートである「1976-80 年生」に 

おいて、それ以前のコーホートに比べて出産に占める婚前妊娠の割合はきわめて大きい。婚

前妊娠が結婚・出産の形として急速に広がる傾向にあることがうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
16 初職において「育休なし・深夜業あり」の場合でも、累積生存率（未出産割合）は長期的にみると「育休あ

り・深夜業あり」「育休なし・深夜業なし」の水準と同程度まで低下する。これは「育休なし・深夜業あり」の

場合に出産時期が遅くなることを示しているが、長期的にみると初職から離転職して出産を迎えるケースも多く、

初職の影響が限定的になることによる部分が大きいと考えられる。 
17 婚前妊娠の結果子どもをもった家庭における経済的困難等の問題が指摘されるのは、こうした側面の裏返し

でもある。 
18 既存研究においては、津谷（2009）が婚前妊娠を除いたモデルによって結婚から第 1 子出産までの期間に関

する分析を行い、有配偶女性における晩産化傾向を指摘している。本稿の問題意識とモデルも津谷（2009）に準

ずるものである。 
19 本章の分析では結婚から出産までの期間が 8 カ月以下であるケースを婚前妊娠に該当するケースとして扱っ

た。なお、図は省略するが、本データにおいても、婚前妊娠は出産年齢が若く学歴が高くない層で多いという、

先行研究（津谷 2006、鎌田 2006）と一致する傾向が見られた。 

19.5%

22.7%

33.9%

0% 10% 20% 30% 40%

1966-70年生(N=323)

1971-75年生(N=300)
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図5-4-7 婚前妊娠の割合

－コーホート別－
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 では、婚前妊娠にあたるケースを除外して働き方と出産選択との関係をあらためて検討し

よう。初職の深夜業有無・育児休業制度有無による出産確率に違いがあるのかを確認するた

め、生存率曲線を描く。図 5-4-8 をみよう。基本的傾向は図 5-4-6 と変わらないが、累積生

存率の低下傾向に関して、「育休あり・深夜業なし」と他の 3 カテゴリとの間の差はさらに 

大きくなっている。つまり、婚前妊娠に該当するケースを除くと、初職の深夜業と育児休業

制度の有無が出産選択に影響する構図がより明瞭に示されている。 

 

（４）出産有無の規定要因 

 以上の検討をふまえ、出産有無の規定要因について計量分析を行う。分析の目的は以下の

2 点である。1 点目は、まず初職に育児休業制度がある場合は出産を促進する効果がある。

ただ、初職に深夜業がある場合には出産が阻害され、育児休業制度があることのメリットが

相殺される。特に育児休業制度がなく深夜業がある場合は出産タイミングが遅くなる。2 点

目は婚前妊娠の考慮である。つまり、1 点目の分析目的は、出産・就業の選択に関わる要素

の影響を受けにくい婚前妊娠のケースを除外した場合に、いっそう明瞭に検証できるのでは

ないか。以上を、他の属性をコントロールした計量分析で確かめたい。 

分析方法は比例ハザード分析とし、被説明変数は出産経験の有無とする。係数値がプラス

であるほど、出産確率が高くなる。リスク期間開始は 15 歳時点とし、出産を阻害する要因

について検討した20。分析は、モデル 1、2 と 2 段階に分けて行う。モデル 1 では初職雇用労 

                                                
20 出産の有無については、既存研究では結婚の有無（未既婚）と有配偶者の出産有無という要素に分解して考
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図5-4-8  出産経験に関するカプラン・マイヤー生存率曲線

―初職育児休業制度・深夜業の有無別（婚前妊娠を除く） [N=925]
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働者すべてを分析対象とし、モデル 2 では婚前妊娠に該当するケースを除外した分析を行っ

た。説明変数は、モデル 1、2 ともに、出生コーホート、最終学歴、初職雇用形態、初職職

種、初職企業規模をコントロール変数として投入した上で、初職育児休業制度の有無、初職

深夜業の有無を投入し効果をみた。また、表 5-3-1 と同様、労働時間の長さに関わる業務の

                                                                                                                                                      
察する場合もある。本章では、特に両者をわけることなく初職に就いてから出産までの期間を問題にした。ただ、

本章は特に初職の影響を考察しているので、結果を読む際、有配偶者が産めるかどうかという選択よりも、主に

結婚に至るまでの問題として初職の影響をよむのが妥当である。 

分析対象

被説明変数

係数値 ハザード比 係数値 ハザード比
出生コーホート（BM：1966-70年）
1971-75年 -.175 .840 * -.238 .788 *

(.083) (.094)
1976-80年 -.241 .786 * -.407 .666 **

(.103) (.123)
最終学歴（BM：中学・高校）
専門・短大 -.296 .744 ** -.113 .893

(.086) (.102)
大学・大学院 -.681 .506 ** -.449 .638 **

(.122) (.138)
初職雇用形態（正規=0、非正規=1） -.288 .749 * -.411 .663 **

(.114) (.138)
初職職種（BM：事務職）
教師・保育士・看護師 .302 1.353 * .282 1.326

(.137) (.153)
専門・技術職 .259 1.296 * .236 1.267

(.128) (.140)
営業・販売職 .023 1.023 -.076 .927

(.121) (.145)
サービス職 .314 1.369 ** .241 1.272

(.111) (.136)
技能工・労務職 -.177 .838 -.191 .826

(.151) (.175)
初職企業規模（BM：100人未満）
100‐299人 -.045 .956 -.022 .978

(.106) (.122)
300人以上 -.022 .978 -.020 .980

(.092) (.108)
官公庁・公営事業所 -.084 .920 -.016 .985

(.188) (.206)
初職育児休業制度の有無（あり=1、なし=0） .243 1.276 ** .264 1.302 **

(.086) (.099)
初職深夜業の有無（あり=1、なし=0） -.282 .754 ** -.285 .752 *

(.107) (.124)
初職休日勤務の有無（あり=1、なし=0） -.162 .851 -.255 .775

(.191) (.221)
初職仕事が原因のけが・病気（あり=1、なし=0） -.348 .706 * -.296 .744

(.175) (.197)
χ2乗値 81.467 ** 63.518 **
-2 対数尤度 9649.268 7097.369
N 1048 860
BMはベンチマークの略。（　）内の数値は標準誤差 ** p<.01  * p<.05

初職雇用労働者
（婚前妊娠以外のケース）

モデル2

初職雇用労働者

表5-4-1 出産有無の規定要因(比例ハザード分析)

モデル1

出産経験の有無（あり=1、なし=0）
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過重性の代理変数として「休日勤務の有無」「仕事が原因のけが・病気の有無」をコントロー

ル変数として投入した。 

結果をみよう（表 5-4-1）。まず、モデル 1 の結果からよむ。出生コーホートで「1966-70

年生」に比べて「1971-75 年生」「1976-80 年生」の場合、学歴で「中学・高校卒」に比べて

「専門・短大」「大学・大学院」の場合、初職雇用形態で「正規雇用」に比べて「非正規雇用」

の場合、初職で「深夜業」ありの場合、初職で「仕事が原因のけが・病気」ありの場合、係

数値がそれぞれ有意にマイナスであり、出産が行われにくい。また、初職職種が「事務職」

に比べて「教師・保育士・看護師」「専門・技術職」「サービス職」の場合、初職で「育児休

業制度」ありの場合に、係数値がそれぞれ有意にプラスであり、出産が行われやすい。この

うち、雇用形態の効果、学歴の効果は既存研究と一致する結果である。また、係数値をみる

限り、初職において育児休業制度があることは出産を促進するものの、同時に深夜業もある

場合は育児休業制度があることの効果が相殺されている。育児休業制度がなく深夜業がある

場合は、図 5-4-6 の結果と合わせると、出産タイミングが遅くなる解釈できる。 

次にモデル 2 の結果をよもう。婚前妊娠に該当するケースを除外した場合、モデル 1 と比

べた大きな結果の違いは、有意な影響を示す変数の減少である。つまり、近年急速に増加す

る婚前妊娠の影響を除外した場合、子どもを持つ選択を行いにくくしている要因がより明瞭

に観測される。具体的には、学歴や初職職種などの影響が弱まり、結果として、出生コーホ

ート、初職雇用形態、初職育児休業制度の有無、初職深夜就業の有無が出産を規定している

構図が明らかになった。コーホートでみると、「1966-70 年生」に比べて「1971-75 年生」

「1976-80 年生」の場合、初職雇用形態が「非正規雇用」である場合、初職で「深夜業」あ

りの場合に出産確率が低い傾向がより強まっている。また、初職に「育児休業制度」ありの

場合の出産確率が高まる傾向も強まっている。なお、深夜業の効果については、労働時間の

長さに関わる業務の過重性をコントロールしていることから、労働時間が長いことそれ自体

よりも「深夜に就業すること」が出産選択に問題を生じさせることが示された。 

５ まとめ 

 本章では、初職の働き方が出産選択に及ぼす影響について、特に深夜業に着目して分析し

た。分析結果は次のように要約することができる。 

①初職に深夜業がある割合は拡大傾向にあり、非正規雇用やサービス職を中心に、育児休業

制度がない深夜業の割合も増加傾向にある。 

②初職に深夜業がある場合、妊娠までに初職を辞める傾向があるだけではなく、出産が阻害

される傾向もみられる。初職に育児休業制度がある場合に出産が促進される面がある一方、

同時に深夜業もあれば育児休業の効果は相殺される。育児休業制度がない上に深夜業があ

る場合には出産はさらに阻害される。 

深夜業拡大の背景には経済のサービス化、均等の推進による女性の実労働時間の長時間化
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がある。たしかに「残業が深夜にまで及ぶ」という意味で長時間残業が深夜業と関係する場

合もあるが、労働時間の長さそれ自体というよりも、「深夜の時間帯に働く」ことが出産選択

に影響する。深夜業の拡大は、社会の夜型化と女性の職域拡大が同時に進んだ結果であり、

この流れは不可避な面もある。だが、初期キャリアにおける深夜業が出産を阻害することが

社会的に重要な問題であることも指摘しておきたい。こうした中、育児休業制度の適用が不

十分で深夜業もあるという、二重の意味で家族形成が困難な労働者が非正規雇用やサービス

職を中心に増加傾向にある。両立支援政策が出産・育児期の就業継続や家族形成に効果をあ

げる一方、夜型社会の進行にともなう深夜業の拡大が、家族形成の新たな阻害要因になりつ

つある。若年労働者の家族形成を支援する観点から、深夜業のあり方を検討することが重要

な課題である。 
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終章 要約と結論 

 

 

30-44 歳の女性を対象とした全国調査のデータを用いて、第 1 子妊婦・出産期とその前後

の職業経歴を分析した。その結果を要約し、第 2 期プロジェクト研究のサブテーマとして平

成 19 年度から実施してきた本研究の結論と政策的インプリケーションを示す。 

 

１ 各章の知見の要約 

第 1 章の知見 

第 1 子妊娠・出産期の退職率を出産年代別に比較すると、その割合は低下傾向にある。し

かし両立支援の柱である育児休業の取得拡大によって退職率が低下しているといえるのは、

企業規模 100 人以上の正規労働者に限られる。非正規雇用においても育児休業取得率は上昇

しているが、その割合は依然として低い。正規雇用でも 100 人未満の小規模企業の育児休業

取得率は横ばいであり、退職率も低下傾向にあるとはいえない。100 人未満の小規模企業と

非正規雇用に焦点を当てた支援の拡充が今後の課題といえる。 

 

第 2 章の知見 

正規労働者における第 1 子妊娠・出産期退職の規定要因は企業規模によって異なる。100

人以上の企業規模においては、個々の企業における従業員への制度周知や、男女の職域統合

の効果を退職率低下の要因として指摘することができる。対して、100 人未満の企業規模で

は、育児休業制度の導入促進が依然として課題であるが、勤務先の外で労働者が両立支援制

度の情報に接することにも就業継続を高める効果がある。小規模企業の就業継続を効果的に

高めるためには、両立支援の取組みを企業に促すだけでなく、労働者個人に向けた両立支援

制度の情報提供を充実させることも重要である。 

 

第 3 章の知見 

非正規雇用では育児休業のみならず産前産後休業の制度もないという割合が依然として

高い。また、妊娠時に非正規労働者の約 7 割は初職が正規雇用であり、初職後の非正規化が

女性全体の出産退職率を上げている。非正規労働者が非正規労働者として産休や育児休業を

取得できることだけでなく、妊娠・出産期を迎える前の非正規化を抑制することも重要であ

るといえる。そのためには、育児休業制度がある勤務先で初職をスタートできるよう支援す

ること、加えて家庭生活との両立を考慮して勤務先を移る女性が＜非正規化→就業中断＞で

はなく、＜育児休業取得→就業継続＞という選択をできるように支援すること、そのために

移動先の両立支援に関する情報を求職者に提供することが重要であると考えられる。 
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第 4 章の知見 

労働時間の観点から出産・育児期の就業継続を支援するためには、実労働時間の量的な長

さもさることながら、職務遂行の裁量性や就業時間帯に着目することが重要である。育児休

業や短時間勤務といった両立支援制度を効果的に運用するためには、日々の業務量や作業ス

ケジュールの裁量性を高めることが重要。だが、育児休業を取得することができても、所定

の終業時刻が午後 6 時以降の場合には、復職後の育児期の就業継続が難しくなる。こうした

育児期の退職を抑制するためには、夜間勤務を抑制し「退勤時刻を早める」観点から短時間

勤務制度を運用すること、加えて、保育所の送迎支援を強化する観点から夫の育児参加を推

進することが重要である。 

 

第 5 章の知見 

 正規雇用と非正規雇用の双方で初職に深夜業のある割合が上昇しており、正規雇用であっ

ても、深夜業がある場合には出産が遅くなる傾向にある。これにより、出産選択に対する育

児休業制度の効果は相殺されている。加えて、非正規雇用の場合は育児休業制度もない割合

が高い。初職の非正規雇用拡大にともなって、両立支援制度の適用が不十分であるが深夜業

もあるという意味で、家庭生活との両立が困難な労働者が増えつつある。若年労働者の家族

形成を支援する観点から、深夜業のあり方を検討することは重要な課題といえる。 

 

２ 結論と政策的インプリケーション 

 出産・育児期の就業継続支援の柱である育児休業制度が普及し、育児休業の取得者が増え

ている今日においても、なぜ多くの女性が出産・育児期に退職するのか、5 年間の研究で様々

に検討してきた。その結論として、労働力の流動化と夜型社会の影響を、本報告書の分析結

果から指摘することができる。そして、この 2 つの要因に対応した支援として、次のような

施策が重要であることを分析結果は示唆している。 

① 流動性の高い労働者においても出産・育児期の就業継続が拡大するために、両立支援の取

組みを企業に促すことだけでなく、労働者個人に向けた両立支援情報を充実させること 

② 家庭生活との両立の観点から夜間勤務のあり方を見直すことに加えて、保育所の送迎支援

を強化する観点から夫の育児参加を推進すること 

このような意味で働き方の多様化に対応した両立支援の推進が、さらなる就業継続の拡大

に向けた課題であるといえる。 

 

労働者個人に向けた両立支援の情報提供 

 育児休業法の度重なる改正によって、育児休業のほかにも短時間勤務や子の看護休暇など、

両立支援制度のメニューはそろいつつある。次世代法は制度の運用にも取り組むことを企業

に促した。しかし、100 人未満の小規模企業や非正規労働者においては、基本施策である育
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児休業制度や、その前提である産休制度がないことによる退職が依然として少なくない。こ

こに焦点を当てた支援の強化は重要な課題である。その具体的な方法として、企業への働き

かけだけでなく、労働者個人に向けた情報提供の充実が重要であることを、小規模企業と非

正規労働者の分析結果はともに示唆している。 

小規模企業に勤務する女性に対しては、出産・育児期の就業継続の可否をめぐる勤務先と

の交渉を有利にする情報を提供することが重要である。小規模企業では、労働者の要望に個

別対応して両立支援を行っていると、これまで指摘されてきた。だが、企業の対応は必ずし

も前向きとはいえず、労働者に両立支援の知識があるか否かが就業継続の可否に影響してい

る。近年は、インターネット等を通じて、法制度や各種助成制度など、両立支援制度に関す

る情報を個人が入手しやすい環境が整いつつある。そうした情報を自ら調べて勤務先と交渉

し、就業継続した事例は労働政策研究・研修機構（2010a）のヒアリング調査でも報告され

ていた。だが、本報告書の分析結果において、勤務先の外で両立支援について知る機会があ

ったという女性はまだ多いとはいえない。均等法は妊娠・出産を理由とする解雇や雇い止め

を禁止している。勤務先に育児休業制度がなくても、育児・介護休業法にもとづいて育児休

業を取得できると規定している。助成金が代表的だが、両立支援に取り組む企業を対象とし

た各種支援制度も充実しつつある。そうした情報に労働者が接する機会を増やし、勤務先と

の交渉力を高めることで、出産・育児期の就業継続は増えることが期待できる。 

非正規労働者においては、その高い退職率の背景に、若年労働力の高い流動性があること

に留意することが重要である。伝統的な就業継続支援は、大企業の正規労働者のように、一

企業に長く勤める労働者を念頭におき、企業内部の取組み強化に力を入れてきた。結果とし

て、両立支援制度のある勤務先で正規労働者として職業キャリアをスタートし、その企業に

定着する労働者にとっては、就業継続の可能性が高い状態で出産・育児期を迎えることので

きる環境が整いつつある。また、そうした環境が整うことは若年女性の企業定着にとっても

プラスであることを分析結果は示唆している。しかし、そうした両立支援の効果を考慮して

もなお若年労働力の流動性は高い。両立支援制度がある大企業で職業キャリアをスタートし

ても、その勤務先で妊娠・出産期を迎える割合は決して高いといえない。そして、今後さら

に労働力が流動化する傾向にあることも分析結果からうかがえる。だが、勤務先を移る女性

が移動先の両立支援制度の有無や利用実績を知る機会は限られている。そのために、家庭生

活との両立を考慮して勤務先を移る女性の多くは、現実的な選択として非正規雇用になって

いると考えることができる。その典型的なキャリアが就業中断型であるために、産前産後休

業もなくて当然と考えられている可能性がある。要するに、労働者の企業間移動が活発にな

ることで、出産・育児期の就業継続の不確実性は高まる。そのために、依然として多くの女

性が妊娠・出産期に退職していると考えられる。 

しかしながら、近年は、育児休業制度が「ない」勤務先から「ある」勤務先への移動も、

少しずつではあるが増えつつある。次世代法を機に、個々の企業の両立支援情報が外部に開
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示されつつある。こうした情報を手掛かりに勤務先を選択する女性が増えている可能性は高

い。この流れをさらに推進し、個々の企業の両立支援に関する情報に求職者が接する機会を

拡大することで、出産・育児期の就業継続は増える可能性がある。 

こうして、両立支援制度の情報が労働者に蓄積されることは、両立支援に消極的な企業に

とってはデメリットであろう。育児休業の取得に関する従業員との交渉が不利になる。それ

以前に、採用活動でも不利を被る可能性がある。しかし反対に、両立支援に取り組む企業の

メリットは大きくなると予想される。企業規模が小さくても、また非正規労働者に対しても、

両立支援に取り組む企業は良質な人材を確保できる機会が増える可能性がある。不況の折、

両立支援を負担に感じる企業は増えていると予想される。だが、同時に、従来にも増して労

働力の少数精鋭化を図るため、優秀な人材の確保に取り組む企業も少なくないだろう。企業

が両立支援の負担よりもメリットを感じられる労働者の流れをつくることで、企業の取組み

意欲も向上することが期待される。 

＜正規雇用でも育児休業制度がない→勤務先を移る→非正規雇用になる＞という形で非

正規雇用と小規模企業の問題はつながっている。一つの企業に定着してキャリアを形成する

労働者だけでなく、流動性が高く、企業を移りながらキャリアを形成する労働者であっても、

出産・育児期に退職を迫られない支援の充実が課題であるといえる。そのために、＜政府→

企業→労働者＞という従来のルートだけでなく、＜政府→労働者→企業＞というルートでも

両立支援の浸透を図ることによって、出産・育児期に就業継続する女性は効果的に増えると

考えることができる。 

 

夜間勤務の見直しと夫による保育所送迎の拡大 

 一方、大企業の正規労働者においては、両立支援と均等の両面で女性労働力の積極的な活

用が企業に広がりつつあることを背景に、育児休業取得が拡大し、出産退職率は低下してい

る。この流れを推進していくことで、出産退職はさらに減る可能性がある。特に男女の職域

統合は重要なポイントである。両立支援を拡充しても男女の職域が分離した職場ではその効

果が相殺されるからである。反対に、男性と同じ職務を担っている場合は、残業のある働き

方であっても出産退職率は高くならない。企業にとって重要性が高く、労働者にとっても「や

りがい」のある職務であることが、出産退職の抑制につながっていると考えられる。 

だが、このことから「仕事にやりがいがあれば残業があっても就業継続は増える」と即座

に判断するのは早計である。出産退職はしないが、出産後に復職してから労働時間が原因で

退職するというケースは少なくないからである。労働時間に起因する物理的な両立困難は、

「やりがい」という精神論だけではやはり克服できないことを分析結果は示唆している。 

出産・育児期の就業継続に労働時間が影響することは、これまでも再三指摘されてきた。

育児休業法は、その初期から、子育てをしながら働く労働者の支援を目的に、「勤務時間短縮

等の措置」を企業に義務づけている。その措置のうち、短時間勤務制度と所定外労働免除は
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2010 年施行の改正法から単独で義務化されている。加えて次世代法は、出産・育児期にない

労働者も含めて、年休取得促進や残業削減に取り組むことを企業に求めている。こうした施

策の重要性を本報告書の分析結果も示唆している。 

しかしながら、労働時間の「長さ」にだけ着目していては見落としてしまう問題がある。

実労働時間が長いとはいえない働き方であっても、所定の終業時刻が午後 6 時以降の場合は

出産後の退職率が高くなる。つまり、労働時間の「長さ」だけでなく「時間帯」にも着目す

る必要がある。残業が育児との両立において問題なのも労働時間が「長い」からというより

は、退勤時刻が「遅い」からであるといえる。そして、短時間勤務も労働時間を「短く」す

るというより、退勤時刻を「早く」する観点から設計・運用することが重要であることを分

析結果は示唆している。労働政策研究・研修機構（2010a）のヒアリング調査においても、

通常は交代制勤務の企業において、育児期の女性に短時間勤務制度を適用するだけでなく、

シフトから外して午後 6 時以降は勤務しないようにしていた事例が報告されていた。そうし

た取組みの重要性が本報告書に数字として表れている。 

 留意すべきは、サービス経済の拡大を背景に、この夜間勤務が拡大していることである。

いわゆる「夜型社会」の進行が、仕事と育児の両立を困難にしているといえる。看護師は夜

間勤務がある伝統的な職種として有名だが、近年は、たとえば営業・販売職やサービス職な

ど、様々な職種で夜間勤務が増えている。女性比率の高い営業・販売職といえば、小売業の

販売員が有名である。サービス職では近年、介護職が増えている。これらの職種で恒常的に

夜間勤務があることは想像に難くない。 

こうした夜間勤務について、育児・介護休業法は、午後 10 時以降の深夜業を制限するよ

う規定している。だが、育児との両立が困難になるのは、もっと早い午後 6 時以降の時間帯

の勤務である。一方、深夜業は出産自体を抑制することを分析結果は示している。1986 年の

均等法施行に合わせて労働基準法の女子保護規定が緩和され、深夜業が解禁された。その後、

「1.57 ショック」を契機とする少子化問題が追い風となって、育児休業は法制化された。育

児休業制度に出産確率を高める効果があることは、先行研究でも指摘されている。しかし、

深夜業の拡大によって、少子化対策としての育児休業制度の効果は相殺されたことを分析結

果は示唆している。 

要するに、子どもを産み育てながら働き続けやすい職場をつくるためには、家庭生活との

両立という観点から、夜間勤務を見直すことが重要な課題であるといえる。しかし、だから

といって、夜間勤務を大幅に抑制することは容易でないことも予想される。かつてのように

女性のみを対象に深夜業を規制することは女性の職域を制限することにつながりかねない。

育児期の夜間勤務についても同様である。企業の活動として夜間・深夜の営業を規制するこ

とには、経済的影響の観点から抵抗があるだろう。顧客の立場としても、夜間・深夜サービ

スの利便性が損なわれることに抵抗があると考えられる。夜型社会に対応した仕事と育児の

両立という課題は、女性自身の調整に委ねるには、あまりに難しい問題であるといえる。 
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こうした状況を打開するために、分析結果は、保育所の送迎支援の充実が重要であること

を示唆している。夜間勤務が就業継続を難しくしているのは、就業時間帯が保育時間に対応

していないことによるといえる。労働政策研究・研修機構（2010a）のヒアリング調査にお

いても、夜間勤務を理由に勤務先を辞めた女性は保育時間に終業時刻が対応していないこと

を問題にしていた。女性本人の代わりに子どもを迎えに行く支援があれば、この問題は克服

され、就業継続が可能になる可能性は高い。 

その役割を伝統的に担っていたのは同居親であるが、三世代同居率の低下を背景に、同居

親による送迎の割合も低下している。代わって、近年は別居の親が送迎する割合が上昇して

いる。しかし、それ以上に強調したいのは、夫による送迎も親と同水準の割合を示している

ことである。保育所の送迎分担が、親族援助中心から夫婦中心へと移行していることを示唆

する結果といえる。こうした実態を踏まえて、夫による保育所の送迎を拡大すること、特に

夜間勤務との関係で「送り」よりも「迎え」の拡大を推進することが、女性の就業継続をさ

らに高める支援策として有効であると考えられる。 

 近年拡大している夜間勤務の多くは、交代制勤務の遅番であることも分析結果からうかが

える。そうであるなら、妻に夜間勤務がある場合でも毎日というケースは少ないと考えられ

る。週のうち数日ずつ夫婦で迎えを分担できるよう、夫と妻それぞれの職場でサポートする

ことが重要であるといえる。 

 

働き方の多様性に対応した就業継続支援の推進を 

 伝統的な就業継続支援は、一つの企業に長期勤続することを典型的なキャリアとして想定

し、企業内部の両立支援環境の整備に力を入れてきた。労働時間は仕事と育児の両立にとっ

て重要な問題であるが、その時間帯は朝始業して夕方終業する、いわゆる「9 時・5 時」の

就業を想定している。そうした「典型的な」労働者においては、両立支援の取組みによって

出産・育児期の就業継続が拡大している。しかし、企業の労働力活用方針の変化や、女性の

職域拡大、あるいは、新たな産業分野の創出を背景に、女性の働き方は従来にも増して多様

化している。勤務先や働き方の違いにかかわらず、誰もが出産・育児期に退職を迫られるこ

となく、働き続けることができるためには、この多様性に対応して両立支援を推進すること

が重要である。その中核的な課題として、労働力の流動化と夜型社会の進行に対応すること、

より具体的には労働者向けの両立支援情報の提供と夜間勤務の見直し、そして、男性の育児

参加の課題として夫の保育所送迎への関与を高めることが重要であるといえる。 
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